
◎

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）

抄

（
第
四
十
一
条
関
係
（
平
成
十
八
年
七
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
個
人
型
年
金
加
入
者
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
）

第
六
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連

第
六
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連

合
会
に
申
し
出
て
、
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
会
に
申
し
出
て
、
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一

一

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
同
法
第
八
十
九
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分

号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
同
法
第
八
十
九
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
九
十
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
限
る
。
）
、
第
九
十
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
同

同
法
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
同

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
部
の
額
に

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
半
額
に
つ
き
同
法
の
保
険
料
を

つ
き
同
法
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
を

納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）

除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
（

３

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
（

第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
と
し
、
第
六
号
に
該
当
す
る

第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
と
し
、
第
六
号
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た

に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た

月
の
初
日
と
す
る
。
）
に
、
個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

月
の
初
日
と
す
る
。
）
に
、
個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

国
民
年
金
法
第
八
十
九
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
条

六

国
民
年
金
法
第
八
十
九
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
条

第
一
項
又
は
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
保
険
料
を
納
付
す

第
一
項
又
は
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
九
十
条
の
二
第
一
項

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
九
十
条
の
二
第
一
項



か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
部
の
額
に
つ
き
同
法
の
保
険
料
を
納

の
規
定
に
よ
り
そ
の
半
額
に
つ
き
同
法
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
と
き
。

い
も
の
と
さ
れ
た
と
き
。

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）


